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2018 年 11 月 12 日 

各位 

不動産投資信託証券発行者名 

東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号 六本木ヒルズ森タワー

インヴィンシブル投資法人 

代表者名 執 行 役 員   福田 直樹 

（コード番号：8963）

資産運用会社名 

コンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社

代表者名 代表取締役社長   福田 直樹 

問合せ先 企 画 部 長   粉生 潤      

（TEL 03-5411-2731）

 

 

規約変更及び役員選任に関するお知らせ 
 

インヴィンシブル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催の本投資法人役員会に

おいて、規約変更及び役員選任に関し、2018 年 12 月 12 日開催予定の本投資法人投資主総会（以下「本

投資主総会」といいます。）に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま

す。 

なお、下記事項は、当該投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。 

 

記 

 

１. 規約変更の主な内容及び理由について 

（１） 本投資法人の資産の運用によって生じる分配可能金額の定義について、投資信託及び投資法人

に関する法律（昭和 26 年法律第 198 号。その後の改正を含みます。）で規定される「利益」と

同一のものであることを明確にするための確認文言を追加するものです。（第17条第１号関係） 

（２） 会計監査人の役割及び責任が一層高まりつつある中で、本投資法人の内部成長及び外部成長に

よる資産規模の拡大等に伴い監査業務も拡大することを踏まえ、会計監査人の報酬額を依頼す

る監査業務に応じた妥当な水準に調整することを可能とするために会計監査人の報酬の上限額

の変更を行うものです。（第 39 条関係） 

（３） 本投資法人は、2013 年１月以降 2018 年 12 月までの期間に係る資産運用報酬について、資産運

用会社であるコンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社（以下「資産運用会社」

といいます。）の同意を得て減額していましたが、本投資法人の内部成長及び外部成長による資

産規模及び利益水準等の拡大に伴い、資産運用報酬額を適正な金額とすることを目的として、

2019年１月以降2019年12月までの期間に係る資産運用報酬を従前の水準より増額するものの、

規約変更がなされなかった場合に適用されることとなる水準に比べて減額された金額とするこ

とについて資産運用会社の同意を得ましたので、当該期間に係る資産運用報酬の額及び支払い

に関する基準を変更するものです。（第 41 条関係、附則関係） 

（４） その他、必要な表現の変更及び明確化、字句の修正等のために所要の変更を行うものです。 
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２. 役員選任について 

執行役員福田直樹及び監督役員藤元拓志より、本投資主総会終結の時をもって一旦辞任したい旨の申

し出があり、また監督役員髙橋孝志より、本投資主総会終結の時をもって辞任したい旨の申し出があっ

たため、2018 年 12 月 12 日付で執行役員１名及び監督役員２名を選任することについて、議案を提出す

るものです。 

 また、補欠執行役員クリストファー・リードの選任に係る議案は、執行役員が法令に定める員数を欠

くことになる場合に備え、補欠執行役員１名を選任することについて議案を提出するものです。 

（１） 執行役員候補者 

福田 直樹（現任）（注） 

（２） 監督役員候補者 

藤元 拓志（現任）、田村 佳弘（新任） 

（３） 補欠執行役員候補者 

クリストファー・リード（現任） 

 

（注）執行役員候補者福田直樹は、本投資法人が資産運用委託契約を締結しているコンソナント・インベストメント・マネジメン

ト株式会社の代表取締役社長です。 

 

３. 投資主総会の日程 

2018 年 11 月 12 日 投資主総会提出議案承認役員会 

2018 年 11 月 26 日 投資主総会招集ご通知の発送（予定） 

2018 年 12 月 12 日 投資主総会開催（予定） 

 

 

以上 
 

＜添付資料＞ 
投資主総会招集ご通知 
 

＊ 本投資法人のホームページアドレス：http://www.invincible-inv.co.jp/  






















